
米国原子力潜水艦の冷却水漏れ事故に対する意見書 
                   
 ８月２日、外務省は米国原子力潜水艦「ヒューストン」に冷却水漏れが確認

されたとの米政府から連絡があったことを公表した。公表では、原子力潜水艦

「ヒューストン」が今回の全航海中に漏洩した放射能の量はわずかであり、人

体や環境に影響を与えるものではないとしている。米国原子力潜水艦が寄港す

る際は、文部科学省において放射能調査を２４時間態勢で行なっており、原子

力潜水艦「ヒューストン」が３月及び４月に日本に寄港した際の放射能調査で

は異常な数値は検出されていないとしている。さらに、米側は８月７日になっ

て、当該原潜において微量の冷却水漏れの可能性は平成１８年６月からあった

ことを明らかにした。 
原子力潜水艦「ヒューストン」は、当該期間中これまで５回本市のホワイト

ビーチに寄港しているが、冷却水が漏れたこと自体が絶対あってはならないこ

とであって、人体に影響がないからとの理由で公表しなかったことは到底許さ

れるものではない。しかも、今回の事故を米海軍が把握したのが７月２４日と

なっているが、日本政府に通報したのは１週間も遅れた８月１日である。その

ことを外務省が公表したのが翌日の８月２日となっており、極めて重大な情報

を速やかに通報・公表しなかったことは日米両国政府の住民軽視であると言わ

ざるを得ない。 
本市議会は７月３０日に、ホワイトビーチへの原潜の寄港が年間最多となっ

たことにより危険度も増すとして、原潜寄港に反対する意見書の提出と抗議決

議を行なったところであるが、今回の事故発生と情報開示の遅れは、市民の不

安が現実となったことを意味している。 
 よって、うるま市議会は、市民の生命・財産と生活環境を守る立場から米国

原子力潜水艦「ヒューストン」の冷却水漏れ事故に対して厳重に抗議するとと

もに下記事項について強く要請する。 
 

記 
 
１．今回の米国原子力潜水艦の冷却水漏れ事故についての原因究明と詳細

について、説明責任を果たすこと。 
２．米国原子力軍艦の安全性についての情報は、軽重に拘わらず迅速に全

てを公表すること。 
３．ホワイトビーチへ米国原子力軍艦を寄港させないこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 
平成２０年８月１１日 
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